立候補に当たっての所信表明
1. 始めに・・私の思いをお読みください。
　次期日本歯科医師会会長選挙に立候補いたしました大久保満男でございます。

　立候補に当たっての所信を述べさせていただきますので、ご一読いただきたくお願い申し上げます。

　私は、平成18年に、日本歯科医師会の歴史で始めての代議員と選挙人による選挙によって、先生方のご支持をたまわり会長職に就かせていただきました。私の会長就任は、あの厳しい18年度改定による診療が始まったまさにその4月1日でありました。

　私は、この改定に対する全国からの悲鳴ともいえる声を受け、すぐにこの改定の是正に向けて厚労省との議論を開始いたしました。そしてその後の様々な政府や政治の場での議論や交渉、さらに政権交代による新たな与党との交渉等を経験し、改めて国民皆保険制度の下での医療・歯科医療は国の政策つまり国策であることを強く実感させられました。2年に一度の診療報酬改定は、まず医療のどこに重点を置くかの議論が社保審で行われますが、実質は厚労省の考え方が核となり、さらにその財源に関しては財務省の見解に左右されることとなります。つまり、小泉政権時の社会保障費抑制策のように、政府や政治が持つ力に、わが国の医療・歯科医療は時に翻弄されるといっても過言ではありません。

　そのことを痛切に実感した私は、だからこそ歯科医師というプロフェッショナルの組織である歯科医師会が、自らの営みとしての歯科医療のあり方を理念として堂々と掲げ、それを基に政策を練り上げ、さらにそれを戦略的に、つまり広い意味での政治的な戦略として政府や国会も含めた外部に向かって提言していかねばならないと考え、行動してまいりした。時にそれが、理想的なことを言い過ぎるという私への批判も覚悟の上での決断であり行動でありました。つまり私は、日本歯科医師会という組織が、常に外部からどう見られているのかを意識し、ある意味で、戦略的で自覚的に、あえてビジョンや理想を語ってきたつもりであります。しかし、私は、そのことが、あの事件によって地に落ちようとしていた日本歯科医師会の再生を知らしめることとなると確信していました。そして何より嬉しかったことは、全国を回って出会った会員の先生方が、それを認めて下さっていることであり、もちろん私への批判や助言も含めた激励や対話の中に、厳しい現状にも関わらず先生方の歯科医療への希望を捨てない姿を見て、感動のあまり時に胸が熱くなり、涙を落とすことを必死にこらえることもたびたびでした。そして政府や政治の場も、日歯のあり方を認識するようになったと考えています。もちろんこれは、私を支えていただいた都道府県・郡市区歯科医師会、執行部そしてなにより日々の診療の中で苦闘しつつも患者さんを診ている全ての会員の先生方のお力によるものであると、心から深甚なる感謝を捧げるものであります。
　私は、このように全力を尽くして2期にわたって会長職を務めさせていただき、遣り残したことなどはありません。もちろん相手のある仕事ですから、全てが成功したなどという傲慢な気持ちは一切ありませんが、やろうとしてお約束したことは、ほぼ全て着手し、解決をみたもの、あるいはそこまでいたらなくとも何とかその方向性だけは示せたと考えております。したがって次期で3期目となる立候補に対し、会長職という地位ではなく、その地位によってしか出来ない新たな何かが課題として私の中に明確にならない限り、安易に立候補すべきではないと考え、熟慮し悩む日々が続きました。しかし、その間全国から身に余る立候補の要請や推薦を頂き、さらにこれから述べる政策を実現することが、これまでの先生方のご批判やご期待に応える私の大義であると考え、立候補の決意をいたしました。長々と私の思いを述べたこと誠に恐縮に存じますが、どうしてもこれだけは代議員及び選挙人の先生方のみならず、会員の先生方にも知っていただきたいと考えましたのでお許しいただきますようにお願い申し上げます。
2, 実現すべき政策について
　(1) 次期24年度改定への対応に全力をつくします。

　かつて人類が経験したことのない凄まじい高齢社会を迎える中での同時改定は、大きな意味を持つことになると考えています。前回の22年度改定には二つのベクトルがあったと解釈しています。一つは小泉政権で続いた医療費抑制政策によって衰退した急性期医療に財源を重点配分するという改定の理論、もう一つは同じ抑制策によって経営的な危機に陥った歯科医療の衰退を止めるための新政権の政策的な理論でした。(図1をご覧いただければ医科の外来に比較して入院と歯科に改定率を重点配分したことが理解できます。)
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私は、この歯科に対する政策的な理論が次回改定でも適用されるのか、今の段階では明言できませんが、改定の理論としては慢性期疾患に重点をおく改定となると推測しています。これは医療の対象となる慢性期疾患をもつ高齢者と介護保険の対象者とが重なることを意味します。ただし同時改定の機会を捉えて踏み込んだ医療と介護の両方の制度改革に手をつけるのかどうかは未だ定かではありません。ただ明らかなことは、歯科医療は慢性期疾患の高齢者の健康やQOLを確実に支えられることであり、ここに次期改定に対するわれわれの戦略の重点事項が導きだされます。それは、まず外来も在宅も含めた高齢者の歯科医療の重要性を訴え、そこに重点配分をすることと、さらに介護保険の中に歯科の入り込む道筋をどのように、今より広く深くつけられるかが最大の課題だと考えます。
　じつは、従来歯科医療の最大の問題は、高齢者の増加する中で、70歳以上の医療費は伸びるのに反し、逆に歯科医費は減少することでした。(図2は、一生で使う医療費を見ると65歳以上の医療費は多いのに比較して、歯科医療費は逆に少ないことがわかります。)
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しかし今回の22年度改定後の日歯の調査では4月以降の三ヶ月に75歳以上の歯科医療費が平均5%、多い県では10%も伸びています。これはやっと高齢者の歯科医療提供体制が整いつつあることを示しています。この事実を踏まえ改定に臨みますが、しかし高齢者のみならず全ての国民の健康を歯科医療で守ることを旗として掲げ、技術料や基本診療料の更なる充実に全力を尽くします。

　さらに前回の会長選挙でお約束した「国民歯科医療のあるべき姿検討会」における貴重な議論に基づく報告を今後の改定の強力な武器としていきたいと考えていますが、特にその中で「本来のあるべき歯科医療費」については、今タイムスタディーの調査を実施しております。この結果を早く出し、政府や政治の場に対して、今の歯科医療費の低さを訴えていきます。このような要求を実現するためには、なんとしても再度のプラス改定を実現しなければならず、連盟とともにその実現に向けて全力を尽くします。
(2)　新素材・新技術の開発による歯科医療の可能性を広げます。

　私は、医療費が伸びる中で、歯科医療費の伸びない原因の一つに歯科における新技術・新素材の開発が極めて乏しいことにあると考えてきました。(図3の1は、医療費は改定の年も改定のない翌年も伸びているのに対し、歯科医療費は、例外もありますが、改定の年は増加しても改定のない翌年は減少しています。これが歯科に自然増のない証明であり、その自然増は医科では新たな技術や薬品が開発されているからです。図3の2は22年度改定で保健適用された49の新薬による年間の増加を示していますが、これで如何に新技術や新素材の開発が必要かご理解いただけると思います。)
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実は、会長就任直後に平成18年度改定の分析をしたところ、医科では400を超える新技術等の保険収載の申請のうちの約一割が保険診療に適用されていますが、歯科は申請がゼロでした。そこですぐに学会長と歯科産業界の代表に、協力して新技術や新素材の開発をお願いし、最近になってやっと新素材のめどがたってきました。開発の最終段階なので具体的なことは申し上げられませんが、国民に新たな歯科医療が提供できることで国民の利益となり、その結果として歯科医療費が増加し、それによって更に新たな歯科医療の提供体制が可能となるような良い循環の構造を造っていくことに全力を尽くします。
(3)  引き続き国民への歯科医療の大切さをアピールします

　以上のようなわれわれの歯科医療政策も、国民の理解がなければ砂上の楼閣となります。

　そのために、前回の立候補に際してお約束した国民への歯科医療の大切さをアピールする「生きがいを支える国民歯科会議」は、社会的に発言力をもつ21名の外部委員が、歯科に関係ない立場にも関わらず感動的ともいえる熱心な議論を重ねて歯科医療に対する期待と提言をいただきました。それは、「今までの歯科医師の予防や治療への取り組みに敬意を表すると同時にさらに治し支える歯科医療への転換を期待する」というものでした。これを受けて11月3日に大きなシンポジウムを開催し、満席となった会場で長時間の熱心な議論が行われました。このシンポジウムのすべてを録画したDVDを都道府県歯科医師会に配布いたしますのでご覧ください。

次年度は、これを受けて、日本歯科医師会の歴史で初めての、国民にわれわれが直接訴える書籍を出版したいと考え、すでに企画をわが国でも古い歴史をもつ出版社と話し始めています。これは歯科医療の大切さはもちろんのこと、食べることや生きることの意義や大切さを訴え、単なる出版物を越えて、国民の関心を呼び起こし、さらに議論が高まる場としての書籍の発行を考えています。
(4)  健康長寿の延伸のための国民運動を歯科から提案し健康長寿社会を目指します。
　最新のデータによれば、わが国の平均寿命は女性86.44歳、男性79.59歳となり依然として伸び続けていますが、それに比して健康寿命は75歳だといわれています。つまり男女ともに人生の最後の時を何らかの障害をもって生きることとなり、本人はもとより家族も重い負担を抱えることとなります。先に述べた、人類の未だ経験したことのない超高齢社会にあるわが国にとって、これはまさに国家的課題であり、その解決は健康寿命の延伸しかありません。健康寿命とは「しっかり食べて、快適に排出し、そして身体が自らの意志で動くこと」であるとするなら、しっかりと食べられる人生を送るためにはまず機能歯数を増加させることが健康づくりの第一歩であり、さらに不幸にして多数歯を失った人にはしっかりとした機能を果たす補綴物を装着することが健康で暮らせる重要な要素であることを訴え、さらに関係機関とも協力して健康長寿を延ばす国民運動を歯科から提案していきます。
　さらにわれわれの最大の武器は、8020達成者の増加です。今回の国民健康・栄養調査によれば8020 達成者は27%に達しました。私はかねてより、50%の達成率を迎えた時点で、それを8020健康長寿社会と呼ぼうと言ってきました。その実現のためには、地域の啓発を主とした保健活動のみならず、リスクの高くなった口腔内の状況を診療室における治療と予後管理で歯を残していかねばなりません。つまり健康長寿運動は、単なる健康増進運動だけではなく、医療の現場も関わる運動でなければ、その実現は困難であり、まさにそれこそ、歯科医療が今まで積み上げてきた予防・治療・再発防止の予後管理というスキルが発揮されるべきだと考えています。(図4に私の提示している8020による健康増進の手段を保健活動から診療所における歯科医療までに拡げ、それを診療報酬改定の戦略として位置づける考え方を示しています。これによって、われわれの歯科医師会の地域保健活動と地域の歯科診療所が国民の生きがいを支えるという大目的に向かってシステム的に統合されたことを表す図ですのでご覧ください)
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(5)   保険診療における指導のあり方や選定基準の是正に全力を尽くします。
　今、保険診療の中で、指導のあり方が厳しく問われ多くの声を頂いています。従来もこの件に関しては、担当当局と議論を重ねてきましたが、なかなか正式な議論のテーブルにつくことが困難でした。しかし、このたびの不正事件を受け厚労省内に「指導のあり方検討会」が設置されました。これは再発防止のための対策が中心的な議題となると思いますが、地方厚生局のあり方や指導のあり方についても議論すると聞いておりますので、これを機会により一層この問題の解決に努力いたします。特に高点数という選定基準は、例えば在宅医療や歯科医療のように国の方針として薦めているものにブレーキをかけるという矛盾したことが起きます。これは医科も全く同じ状況に置かれていますので、指導とはあくまで公正で公平な教育的精神で行うものであることを共同で訴え、その是正を求めていきます。
(6) 　新公益法人への移行に引き続き全力を挙げます。

　これも前回の会長選挙の公約でしたが、大変な努力の末、第一の関門だった保険業法の改正を実現しました。これも全国歯科医師会の大変なご努力や支援の結果であり、深く感謝いたします。これで少なくとも一般社団法人への移行には、1000人以上の歯科医師会でも福祉共済制度を抱えたままの移行が可能となり、その障害はなくなったと考えています。しかし、新公益法人への移行には、次の関門である「公益認定法」の改正が必要となります。これは、福祉共済制度という大きな金額を動かす事業が公益事業ではないと認定されていますので、公益事業比率が50%を超えなければいけないという現状のルールでは、とうてい不可能なハードルです。したがって今後は、この福祉共済制度の公益性をどのように認めてもらえるのかが焦点です。当初はかなり厳しいハードルだと認識していましたが、これまでの政府との議論によって少し光がみえてきたのではと考えています。楽観はしておりませんが、公共的な補助金も少なく天下りもない、いわば純粋な民間の、しかし極めて大切な歯科保健・医療という公益事業を遂行している歯科医師会が、何かあったときに会員同士が互いに助け合う福祉共済制度に公共性がないという理論を、私は納得できません。何とか、公益法人に都道府県歯科医師会ともども移行できる道を粘り強く探し、切り拓いていきます。　 

2. おわりに当たって
私は、会長という職務を、まず誰よりも自らを律し、自らに最も重い課題を課し、そしてそれを超えるために黙々と努力していくものだと考え、常にそれを胸にして行動してまいりました。この間、極めて厳しい状況にあっても、私は歯科医療に対する未来の希望を失ったことは一時たりともありませんでした。これはひとえに全ての会員の先生方のお支えによるものと心より感謝申し上げます。
　人間は、間違いやすく、壊れやすく、ゆえに常に不完全なものです。従って、その人間が作る組織も同じように間違いやすく壊れやすくそして永遠に不完全な存在だと思います。だとすれば、どんなに努力しても完全なものなどになりえないことを自覚しつつ、だからこそ、おぼろげながらであっても完全な姿を想像し、そこに向かって歩いて行くことしかない。いや歩いて行くべきだと、私は思います。時に地を這ってでも。しかし誇りだけは手放すことなく。ただ大切なことは、その完全な姿をなんとか思い描くには、その組織のメンバーが自らの考え方を深めるための絶え間ない議論が必要であり、そこに、私が常に申し上げているある会員が共に学び合うという歯科医師会の存在意義があるのだと考えます。
　もちろん私がこんな困難な仕事にふさわしいかどうか、そんな立派な存在ではないことは自分自身が誰より承知しておりますが、しかし、もしご支持を頂き会長職を引き続き務めることができましたなら、歯科医療の核となる精神を断固として保守しつつ、しかし現状には鋭いバランス感覚を保ち進化する歯科医師会を、私の能力の可能な限り全力を尽くして創ってまいります。どうかご支持をお願い申し上げまして、所信表明といたします。
　末尾となりましたが、本年のご厚情に心より御礼を申し上げ、良いお年をお迎えになられることを祈念申し上げます。

　

　最後に、書こうか迷っておりましたが、申し上げます。

　前回の選挙で、すべての代議員・選挙人の先生方に、私からお願いの電話をかけさせていただきました。言うまでもなく、選挙運動は、日歯会館にいるときは公務ですから行ないません。したがって、電話は、地元にいるわずかな時間を使うため、前回もすべての先生方にお電話するのに一月ほどかかりました。今年は、国の予算編成や次期改定、さらに指導、公益法人移行など、政府への要望が山積しており、全員の先生方への電話は、残念ながら時間をとることが困難ではないかと考えております。さらに、いつも診療室に電話させていただくとき、診療中のお手を煩わせることにいつも申しわけなく思っております。そんなことで、今年は多分直接の電話でのお願いは控えさせていただくこととなると存じます。どうかご理解いただきたくお願い申し上げます。
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